
別紙 
新 旧 

 

別 紙               

医療提供体制推進事業費補助金交付要綱 

（通則） 

１ （略） 

 

（交付の目的） 

２ （略） 

 

（事業計画の策定） 

３ 都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条

第３項に規定する広域連合（以下「広域連合」という。）の長は、医療

計画に基づく事業その他必要な事業であって、統合補助金の交付を受け

て医療提供施設等の施設の運営及び設備整備等に要する経費に充てると

きは、事業計画及び事業の実施に要する経費に関する調書を第１号様式

により作成し、別に定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

  なお、事業計画の作成に当たっては、各都道府県の医療計画を踏まえ、

地域医療の状況を把握した上で、次のものを優先的に盛り込むこととす

る。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）（略） 

 

別 紙               

医療提供体制推進事業費補助金交付要綱 

（通則） 

１ （略） 

 

（交付の目的） 

２ （略） 

 

（事業計画の策定） 

３ 都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条

第３項に規定する広域連合（以下「広域連合」という。）の長は、医療

計画に基づく事業その他必要な事業であって、統合補助金の交付を受け

て医療提供施設等の施設の運営及び設備整備等に要する経費に充てると

きは、事業計画及び事業の実施に要する経費に関する調書を別紙１によ

り作成し、別に定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

  なお、事業計画の作成に当たっては、各都道府県の医療計画を踏まえ、

地域医療の状況を把握した上で、次のものを優先的に盛り込むこととす

る。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）（略） 
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（交付の対象事業） 

４ この統合補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）看護職員確保対策事業 

平成２２年３月２４日医政発０３２４第２１号厚生労働省医政局

長通知「看護職員確保対策事業等の実施について」に基づき実施する

次の事業 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 助産師出向等支援導入事業 

（４）（略） 

（５）（略） 

（６）（略） 

（７）（略） 

（８）アスベスト対策事業 

平成１８年２月３日医政発第０２０３００５号厚生労働省医政局長

通知「アスベスト対策事業の実施について」に基づき実施するアスベス

ト除去等整備促進事業 

 

（事業者） 

５ 交付対象事業を実施できる者は、別表１の第１欄に掲げる事業分類及

び第２欄に掲げる事業区分毎に、第３欄に掲げる者（以下「事業者」と

いう。）とする。 

 

（交付の対象事業） 

４ この統合補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）看護職員確保対策事業 

平成２２年３月２４日医政発０３２４第２１号厚生労働省医政局

長通知「看護職員確保対策事業等の実施について」に基づき実施する

次の事業 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 助産師出向支援導入事業 

（４）（略） 

（５）（略） 

（６）（略） 

（７）（略） 

（８）（新設） 

 

 

 

 

（事業者） 

５ 交付対象事業を実施できる者は、別表１の第１欄に掲げる事業分類及

び第２欄に掲げる事業区分毎に、第３欄に掲げる者（以下「事業者」と

いう。）とする。 
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別表１ 

１ 事業分類 ２ 事業区分 ３ 事業者 

(1)救急医療対策事業 

 

 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

(2)周産期医療対策事

業等 

 

(略) (略) 

イ 周産期母子医療セ

ンター運営事業 

 

地方公共団体、地方独立行政法

人、公的団体及び厚生労働大臣

が適当と認める者 

 

 

 

(略) (略) 

(3)看護職員確保対策

事業 

 

(略) (略) 

(略) (略) 

ウ  助産師出向等支

援導入事業 
(略) 

(4)歯科保健医療対策

事業 
(略) (略) 

(5)院内感染地域支援

ネットワ－ク事業 
(略) (略) 

(6)地域医療対策事業 (略) (略) 

(7)医療提供体制設備 (略) (略) 

別表１ 

１ 事業分類 ２ 事業区分 ３ 事業者 

(1)救急医療対策事業 

 

 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

(2)周産期医療対策事

業等 

 

(略) (略) 

イ 周産期母子医療セ

ンター運営事業 

 

地方公共団体、地方独立行政法

人、公的団体及び厚生労働大臣

が適当と認める者（ただし、独

立行政法人地域医療機能推進機

構以外の独立行政法人及び国立

大学法人を除く。） 

(略) (略) 

(3)看護職員確保対策

事業 

 

(略) (略) 

(略) (略) 

ウ  助産師出向支援

導入事業 
(略) 

(4)歯科保健医療対策

事業 
(略) (略) 

(5)院内感染地域支援

ネットワ－ク事業 
(略) (略) 

(6)地域医療対策事業 (略) (略) 

(7)医療提供体制設備 (略) (略) 
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整備事業 (略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

(8)アスベスト対策事

業 

アスベスト除去等整備

促進事業 

地方公共団体 、地方独立行政法

人、公的団体及び厚生労働大臣

が適当と認める者 

 

（注１）（略） 

（注２）（略） 

（注３）（略） 

 

（交付額の算定方法） 

６ この統合補助金の交付額は、事業計画に記載された医療提供施設等の

施設の運営及び設備整備等に要する経費に充てるため、都道府県に交付

するものとし、次のⅰからⅱにより算出された交付基礎額の合計額（各

都道府県の交付基礎額の合計額を合算した額が統合補助金の予算額を超

える場合には、必要な調整を行うものとする。）とする。なお、別表２

の第２欄に掲げる事業区分ごとに算出された額に１，０００円未満の端

数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。 

 

ⅰ 次の（１）から（８）により交付算定基礎額を算出する。 

 

（１）救急医療対策事業の交付算定基礎額は、次の①から⑧により算出さ

整備事業 (略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 

（新設） （新設） （新設） 

 

（注１）（略） 

（注２）（略） 

（注３）（略） 

 

（交付額の算定方法） 

６ この統合補助金の交付額は、事業計画に記載された医療提供施設等の

施設の運営及び設備整備等に要する経費に充てるため、都道府県に交付

するものとし、次のⅰからⅱにより算出された交付基礎額の合計額（各

都道府県の交付基礎額の合計額を合算した額が統合補助金の予算額を超

える場合には、必要な調整を行うものとする。）とする。なお、別表２

の第２欄に掲げる事業区分ごとに算出された額に１，０００円未満の端

数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。 

 

ⅰ 次の（１）から（７）により交付算定基礎額を算出する。 

 

（１）救急医療対策事業の交付算定基礎額は、次の①から⑧により算出さ
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れた額の合計額とする。 

① （略） 

② （略） 

③ （略） 

④ （略） 

⑤ （略） 

⑥ （略） 

⑦ ４の（１）のカの事業 

ア 都道府県又は広域連合が実施する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費の

実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から救急搬送診療料等

及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない

方の額に第６欄に定める補助率を乗じて得た額を交付算定基

礎額とする。 

イ 都道府県又は広域連合が補助する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費の

実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から救急搬送診療料等

及び寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県又は広域

連合が補助する額とを比較してもっとも少ない額に第６欄に

定める補助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。 

⑧ （略） 

（２）（略） 

（３）看護職員確保対策事業の交付算定基礎額は、次の①から③により算

れた額の合計額とする。 

① （略） 

② （略） 

③ （略） 

④ （略） 

⑤ （略） 

⑥ （略） 

⑦ ４の（１）のカの事業 

ア 都道府県又は広域連合が実施する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費の

実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第６欄に定め

る補助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。 

 

イ 都道府県又は広域連合が補助する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費の

実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額と都道府県が補助する額とを比較してもっ

とも少ない額に第６欄に定める補助率を乗じて得た額を交付

算定基礎額とする。 

⑧ （略） 

（２）（略） 

（３）看護職員確保対策事業の交付算定基礎額は、次の①から③により算
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出された額の合計額とする。 

① （略） 

② （略） 

③ 助産師出向等支援導入事業 

ア （略） 

イ （略） 

（４）（略） 

（５）（略） 

（６）（略） 

（７）（略） 

（８）アスベスト対策事業 

ア 都道府県が実施する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費の

実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付算定基礎額

とする。 

イ 都道府県が補助する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費の

実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額と都道府県が補助する額とを比較してもっと

も少ない額を交付算定基礎額とする。 

 

ⅱ （略） 

出された額の合計額とする。 

① （略） 

② （略） 

③ 助産師出向支援導入事業 

ア （略） 

イ （略） 

（４）（略） 

（５）（略） 

（６）（略） 

（７）（略） 

（８）（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ （略） 
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別表２ 

１事

業分

類 

２事業

区分 

３種

目 

４基準額 ５対象経費 ６

補

助

率 

(1) 

救急医

療対策

事業 

 

ア 小児

初 期 救

急 セ ン

タ ー 運

営事業 

 

－ 

 

 

(略) 

小児初期救急セン

ターの運営に必要

な職員諸手当（非

常勤）、非常勤職

員手当、諸謝金、

旅費、社会保険料

（非常勤）、委託

費（上記経費に該

当するもの。） 

(略) 

イ 共同

利 用 型

病 院 運

営事業 

 

 

－ 

 

 
(略) 

共同利用型病院運

営事業に必要な給

与費（職員基本給、

職員諸手当、非常

勤職員手当、社会

保険料） 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

 

別表２ 

１事

業分

類 

２事業

区分 

３種

目 

４基準額 ５対象経費 ６

補

助

率 

(1) 

救急医

療対策

事業 

 

ア 小児

初 期 救

急 セ ン

タ ー 運

営事業 

 

－ 

 

 

(略) 

小児初期救急セン

ターの運営に必要

な賃金、報償費（謝

金）、旅費、委託

料（上記経費に該

当するもの。） 

 

 

(略) 

イ 共同

利 用 型

病 院 運

営事業 

 

 

－ 

 

 
(略) 

共同利用型病院運

営事業に必要な給

与費（常勤職員給

与費、非常勤職員

給与費、法定福利

費等） 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 
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エ 救命

救 急 セ

ン タ ー

運 営 事

業 

救 命

救 急

セ ン

ター 

(略) 

救命救急センター

の運営に必要な給

与費（職員基本給、

職員諸手当、非常

勤職員手当、社会

保険料）、備品費

（図書）、消耗品

費、材料費（医薬

品費、診療材料費、

医療消耗器具備品

費、給食材料費）、

光熱水料、燃料費、

研究研修費 

 

(略) 

エ 救命

救 急 セ

ン タ ー

運 営 事

業 

救 命

救 急

セ ン

ター 

(略) 

救命救急センター

の運営に必要な給

与費（常勤職員給

与費、非常勤職員

給与費、法定福利

費等）、材料費（薬

品費、診療材料費、

医療消耗備品費

等）、経費（消耗

品費、消耗備品費、

光熱水費、燃料費

等）、その他の費

用（研究研修費、

図書費等） 

(略) 
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地 域

救 命

救 急

セ ン

ター 

(略) 

地域救命救急セン

ターの運営に必要

な給与費（職員基

本給、職員諸手当、

非常勤職員手当、

社会保険料）、備

品費（図書）、消

耗品費、材料費（医

薬品費、診療材料

費、医療消耗器具

備品費、給食材料

費）、光熱水料、

燃料費、研究研修

費 

(略) 

地 域

救 命

救 急

セ ン

ター 

(略) 

地域救命救急セン

ターの運営に必要

な給与費（常勤職

員給与費、非常勤

職員給与費、法定

福利費等）、材料

費（薬品費、診療

材料費、医療消耗

備品費等）、経費

（消耗品費、消耗

備品費、光熱水費、

燃料費等）、その

他の費用（研究研

修費、図書費等） 

(略) 



 
新 旧 

 

- 10 - 

オ 小児

救 命 救

急 セ ン

タ ー 運

営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

(略) 

小児救命救急セン

ターの運営に必要

な給与費（職員基

本給、職員諸手当、

非常勤職員手当、

社会保険料）、旅

費、備品費（図書）、

消耗品費、材料費

（医薬品費、診療

材料費、医療消耗

器具備品費、給食

材料費）、光熱水

料、燃料費、研究

研修費、減価償却

費 

(略) 

カ ドク

タ ー ヘ

リ 導 入

促 進 事

業 

－ 次の(1)及び(2)により算出され

た額の合計額とする。 

 

(1) 日中飛行分 

① ドクターヘリ運航経費 

  １か所当たり 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドクターヘリの運

航に必要な委託費

（ヘリコプター賃

借料、操縦士等拘

束料、燃料費、保

守料、災害補償費

(略) 

オ 小児

救 命 救

急 セ ン

タ ー 運

営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

(略) 

小児救命救急セン

ターの運営に必要

な給与費（常勤職

員給与費、非常勤

職員給与費、法定

福利費等）、材料

費（給食材料費、

医薬品費、診療材

料費、医療消耗器

具備品費等）、経

費（消耗備品費、

光熱水費、燃料費

等）、旅費、研究

研修費、図書費等、

減価償却費 

(略) 

カ ドク

タ ー ヘ

リ 導 入

促 進 事

業 

－ 次の(1)及び(2)により算出され

た額の合計額とする。 

 

(1) 日中飛行分 

① ドクターヘリ運航経費 

  １か所当たり 

（1） 消防無線のデジタル化が

未対応の場合 

 224,524 千円×運営月数/12 

（2） 消防無線のデジタル化が

 

 

 

 

ドクターヘリの運

航に必要な委託費

（ヘリコプター賃

借料、操縦士等拘

束料、燃料費、保

守料、災害補償費

(略) 
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（1） 位置情報把握システムを

利用している場合 

 227,592 千円×運営月数/12 

（2）位置情報把握システムを利

用していない場合 

 225,792 千円×運営月数/12 

 

 

② 搭乗医師・看護師  確保経

費 

 (略) 

 

 

 

 

 

③ 運航連絡調整員確保経費 

 (略) 

 

 

 

 

（航空保険料）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドクターヘリ搭乗

医師及び看護師の

確保に必要な給与

費（職員基本給、

職員諸手当、非常

勤職員手当、社会

保険料） 

 

ドクターヘリの運

航連絡調整員の確

保に必要な給与費

（職員諸手当（非

常勤）、非常勤職

員手当、社会保険

未対応の場合で、位置情報把握

システムを利用している場合 

 226,324 千円×運営月数/12 

（3） 消防無線のデジタル化が

対応済の場合 

 225,792 千円×運営月数/12 

（4） 消防無線のデジタル化が

対応済みの場合で、位置情報把

握システムを利用している場合 

 227,592 千円×運営月数/12 

 

② 搭乗医師・看護師  確保経

費 

 (略) 

 

 

 

 

 

③ 運航連絡調整員確保経費 

 (略) 

 

 

 

 

（航空保険料）等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドクターヘリ搭乗

医師及び看護師の

確保に必要な給与

費（常勤職員給与

費、非常勤職員給

与費、法定福利費

等） 

 

ドクターヘリの運

航連絡調整員の確

保に必要な給与費

（非常勤職員給与

費、法定福利費）、

賃金、委託料（上
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④ ドクターヘリ運航調整委員

会経費 

 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 夜間飛行（運航時間延長）

分 

 

① ドクターヘリ運航経費 

 (略) 

 

     

 

 

 

料（非常勤））、

委託費（上記経費

に該当するもの。） 

        

ドクターヘリ運航

調整委員会の運営

に必要な諸謝金

（委員謝金）、旅

費、消耗品費、印

刷製本費、通信運

搬費、借料及び損

料（会場借料）、

会議費 

 

 

 

 

 

ドクターヘリの運

航に必要な委託費

（ヘリコプター賃

借料、操縦士等拘

束料、燃料費、保

守料、災害補償費

（航空保険料）） 

 

 

 

 

④ ドクターヘリ運航調整委員

会経費 

 (略) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 夜間飛行（運航時間延長）

分 

 

① ドクターヘリ運航経費 

 (略) 

 

     

 

 

 

記経費に該当する

もの。） 

 

 

ドクターヘリ運航

調整委員会の運営

に必要な報償費

（委員謝金）、旅

費、需用費（消耗

品費、印刷製本費、

食糧費等）、使用

料及び賃借料（会

場借料）、役務費

（通信運搬費等） 

 

 

 

 

ドクターヘリの運

航に必要な委託費

（ヘリコプター賃

借料、操縦士等拘

束料、燃料費、保

守料、災害補償費

（航空保険料）） 
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② 搭乗医師・看護師確保経費 

 (略) 

 

 

 

 

 

 

③ 照明器具設置経費 

 (略) 

 

ドクターヘリ搭乗

医師及び看護師の

確保に必要な給与

費（職員基本給、

職員諸手当、非常

勤職員手当、社会

保険料） 

 

夜間搬送（運航時

間の延長）のため

の照明器具設置に

必要な職員諸手当

（非常勤）、非常

勤職員手当、諸謝

金、旅費、備品費

（照明機器）、消

耗品費、通信運搬

費、光熱水料、借

料及び損料（照明

機器）、社会保険

料（非常勤）、雑

役務費（機器据付

費）、燃料費、委

託費（上記経費に

 

② 搭乗医師・看護師確保経費 

 (略) 

 

 

 

 

 

 

③ 照明器具設置経費 

 (略) 

    

 

ドクターヘリ搭乗

医師及び看護師の

確保に必要な給与

費（常勤職員給与

費、非常勤職員給

与費、法定福利費） 

 

 

夜間搬送（運航時

間の延長）のため

の照明器具設置に

必要な報償費（謝

金）、賃金、旅費、

需用費（消耗品費、

光熱水費、燃料

費）、役務費（通

信運搬費）、使用

料及び賃借料（照

明機器）、機器据

付費、備品購入費

（照明機器）、委

託料（上記経費に

該当するもの。） 
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該当するもの。） 

キ 救急

救 命 士

病 院 実

習 受 入

促 進 事

業 

－ 

 

 

 

 

(略) 

救急救命士の資格

を有する救急隊員

の病院実習受入促

進事業におけるコ

ーディネーター医

等に必要なコーデ

ィネーター医給与

費（職員基本給、

職員諸手当、非常

勤職員手当、社会

保険料）、職員諸

手当（非常勤）、

非常勤職員手当、

諸謝金（指導医謝

金）、社会保険料

（非常勤） 

(略) 

ク 自動

体 外 式

除 細 動

器(ＡＥ

Ｄ)の普

及 啓 発

事業 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

次の(1)から(5)により 

算出された額の合計額 

とする。 

(1) 協議会経費 

  (略) 

     

 

 

 

 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）協議

会に必要な職員諸

手当（非常勤）、

非常勤職員手当、

(略) 

 

キ 救急

救 命 士

病 院 実

習 受 入

促 進 事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

(略) 

救急救命士の資格

を有する救急隊員

の病院実習受入促

進事業におけるコ

ーディネーター医

等に必要なコーデ

ィネーター医給与

費（常勤職員給与

費、非常勤職員給

与費、法定福利費

等）、賃金、報償

費（指導医謝金） 

(略) 

ク 自動

体 外 式

除 細 動

器(ＡＥ

Ｄ)の普

及 啓 発

事業 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

次の(1)から(5)により 

算出された額の合計額 

とする。 

(1) 協議会経費 

  (略) 

     

 

 

 

 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）協議

会に必要な賃金、

報償費（委員謝

金）、旅費、需用

(略) 
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(2) 指導者の養成経費 

(略) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸謝金（委員謝

金）、旅費、消耗

品費、印刷製本費、

通信運搬費、借料

及び損料（会場借

料）、会議費、社

会保険料（非常

勤）、委託費（上

記経費に該当する

もの。） 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）指導

者の養成に必要な

職員諸手当（非常

勤）、非常勤職員

手当、諸謝金（委

員謝金）、旅費、

消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、

借料及び損料（会

場借料）、社会保

険料（非常勤）、

委託費（上記経費

に該当するもの。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指導者の養成経費 

(略) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費（消耗品費、印

刷製本費、食糧

費）、使用料及び

賃借料（会場借

料）、役務費（通

信運搬費等）、委

託料（上記経費に

該当するもの。） 

 

 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）指導

者の養成に必要な

賃金、報償費（委

員謝金）、旅費、

需用費（消耗品費、

印刷製本費）、使

用料及び賃借料

（会場借料）、役

務費（通信運搬費

等）、委託料（上

記経費に該当する

もの。） 
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(3) 講習会等経費 

  (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 消耗品等交換普及啓発会議

等経費 

  (略) 

 

 

 

 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の普

及のための講習等

に必要な職員諸手

当（非常勤）、非

常勤職員手当、諸

謝金（講師謝金）、

旅費、備品費（実

習用備品）、消耗

品費、印刷製本費、

通信運搬費、借料

及び損料（会場借

料）、社会保険料

（非常勤）、委託

費（上記経費に該

当するもの。） 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の消

耗品等交換普及啓

発会議等のために

必要な職員諸手当

（非常勤（事務職

員））、非常勤職

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 講習会等経費 

  (略) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 消耗品等交換普及啓発会議

等経費 

  (略) 

      

 

 

 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の普

及のための講習等

に必要な賃金、報

償費（講師謝金）、

旅費、需用費（消

耗品費、印刷製本

費）、使用料及び

賃借料（会場借

料）、役務費(通信

運搬費等)、備品購

入費（実習用備

品）、委託料（上

記経費に該当する

もの。） 

 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の消

耗品等交換普及啓

発会議等のために

必要な諸謝金、委

員等旅費、会議費、

賃金（事務職員雇
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(5) 消耗品等交換促進事業 

   (略) 

     

 

 

 

 

 

員手当（事務職

員）、諸謝金、旅

費（委員等旅費）、

通信運搬費、借料

及び損料（会場借

料）、会議費、社

会保険料（非常勤

（事務職員））、

委託費（上記経費

に該当するもの。） 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の消

耗品等交換促進事

業のために必要な

職員諸手当（非常

勤）、非常勤職員

手当、諸謝金、旅

費、消耗品費、社

会保険料（非常

勤）、委託費（上

記経費に該当する

もの。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 消耗品等交換促進事業 

   (略) 

     

 

 

 

 

 

上経費）、会場借

料、通信運搬費、

委託料（上記経費

に該当するもの。） 

 

 

 

 

 

 

 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の消

耗品等交換促進事

業のために必要な

報償費（諸謝金）、

給与費（非常勤職

員給与）、需用費

（消耗品費）、賃

金（事務職員雇上

経費）、旅費、委

託料（上記経費に

該当するもの。） 
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ケ 救急

医 療 情

報 セ ン

ター（広

域 災

害・救急

医 療 情

報 シ ス

テム）運

営事業 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が必要と認めた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急医療情報セン

ター（広域災害・

救急医療情報シス

テム）の運営に必

要な職員基本給、

職員諸手当、非常

勤職員手当、諸謝

金（委員謝金）、

旅費（委員旅費）、

備品費（システム

機器）、消耗品費、

印刷製本費、通信

運搬費、光熱水料、

借料及び損料（建

物、システム機

器）、会議費、社

会保険料、雑役務

費（機器据付費）、

燃料費、委託費（上

記経費に該当す

るもの。） 

 

 

 

 

(略) 

ケ 救急

医 療 情

報 セ ン

ター（広

域 災

害・救急

医 療 情

報 シ ス

テム）運

営事業 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣に協議して定めた

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急医療情報セン

ター（広域災害・

救急医療情報シス

テム）の運営に必

要な給料、職員手

当（扶養手当、調

整手当、通勤手当、

期末勤勉手当、住

居手当、寒冷地手

当、夜勤手当、管

理職手当、休日給

手当、特殊勤務手

当）、賃金、報償

費（委員謝金）、

旅費（委員旅費）、

需用費（消耗品費、

印刷製本費、光熱

水費、燃料費、食

糧費）、役務費（通

信運搬費）、使用

料及び賃借料（建

物、システム機

器）、機器据付費、

備品購入費（シス

テム機器）、委託

(略) 
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コ  救

急 ・ 周

産 期 医

療 情 報

シ ス テ

ム 機 能

強 化 事

業 

 

 

－ 

 

 

 

 

(略) 

救急医療情報シス

テム及び周産期

救急情報システ

ムの機能強化に

必要な職員基本

給、職員諸手当、

非常勤職員手当、

諸謝金、旅費、備

品費（システム機

器）、消耗品費、

印刷製本費、通信

運搬費、光熱水

料、借料及び損料

（ シ ス テ ム 機

器）、会議費、社

会保険料、雑役務

費（機器据付費）、

委託費（上記経費

に 該 当 す る も

の。） 

 

 

 

(略) 

料（上記経費に該

当するもの。） 

コ  救

急 ・ 周

産 期 医

療 情 報

シ ス テ

ム 機 能

強 化 事

業 

 

 

－ 

 

 

 

 

(略) 

救急医療情報シス

テム及び周産期

救急情報システ

ムの機能強化に

必要な給料、職員

手当（扶養手当、

調整手当、通勤手

当、期末勤勉手

当、住居手当、寒

冷地手当、夜勤手

当、管理職手当、

休日給手当、特殊

勤務手当）、賃金、

報償費（謝金）、

旅費、需用費（消

耗品費、印刷製本

費、光熱水費、食

糧費）、役務費（通

信運搬費）、使用

料及び賃借料（シ

ステム機器）、機

器据付費、備品購

入費（システム機

(略) 
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サ 救急

患 者 退

院 コ ー

デ ィ ネ

ー タ ー

事業 

－ 

 

 

 

(略) 

救急患者退院コー

ディネーターの確

保に必要な給与費

（職員基本給、職

員諸手当、非常勤

職員手当、社会保

険料）、委託費（上

記経費に該当する

もの。） 

(略) 

(2) 

周産期

医療対

策事業

等 

ア  周

産 期 医

療 対 策

事業 

周産

期医

療協

議会

等 

(略) 

周産期医療対策事

業に必要な職員

基本給、職員諸手

当、非常勤職員手

当､諸謝金、報償

費、旅費、備品費、

消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、

借料及び損料、会

議費、社会保険料、

雑役務費（広告料、

機器据付費）、委

託費 

(略) 

搬 送

コ ー

デ ィ

ネ ー

ター 

(略) 

(略) 

器）、委託料（上

記経費に該当す

るもの。） 

サ 救急

患 者 退

院 コ ー

デ ィ ネ

ー タ ー

事業 

－ 

 

 

 

(略) 

救急患者退院コー

ディネーターの確

保に必要な給与費

（常勤職員給与

費、非常勤職員給

与費、法定福利費

等）、委託料（上

記経費に該当する

もの。） 

(略) 

(2) 

周産期

医療対

策事業

等 

ア  周

産 期 医

療 対 策

事業 

周産

期医

療協

議会

等 

(略) 

周産期医療対策事

業に必要な報酬､

給料、賃金､ 報償

費、職員手当等、

共済費、旅費、需

用費（消耗品費、

食糧費、印刷製本

費）、役務費（通

信運搬費、広告

料）、委託料、使

用料及び賃借料、

機器据付料、備品

購入費 

(略) 

搬 送

コ ー

デ ィ

ネ ー

ター 

(略) (略) 
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イ  周

産 期 母

子 医 療

セ ン タ

ー 運 営

事業 

総 合

周 産

期 母

子 医

療 セ

ン タ

ー 

(略) 

総合周産期母子医

療センター運営事

業に必要な職員基

本給、職員諸手当、

非常勤職員手当、

諸謝金、旅費、備

品費、消耗品費、

材料費（医薬品費、

診療材料費、給食

材料費）、印刷製

本費、通信運搬費、

光熱水料、借料及

び損料、社会保険

料、雑役務費（修

繕料）、燃料費、

委託費、減価償却

費、資産消耗費 

(略) 

イ  周

産 期 母

子 医 療

セ ン タ

ー 運 営

事業 

総 合

周 産

期 母

子 医

療 セ

ン タ

ー 

(略) 

総合周産期母子医

療センター運営事

業に必要な報酬、

給料、賃金、職員

手当等、共済費、

旅費、需用費（消

耗品費、燃料費、

食糧費、印刷製本

費、光熱水費、修

繕料、医薬材料

費）、役務費（通

信運搬費）、委託

料、使用料及び賃

借料、備品購入費、

減価償却費、資産

消耗費 

(略) 
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地 域

周 産

期 母

子 医

療 セ

ン タ

ー 

(略) 

地域周産期母子医

療センター運営事

業に必要な職員基

本給、職員諸手当、

非常勤職員手当、

諸謝金、旅費、備

品費、消耗品費、

材料費（医薬品費、

診療材料費、給食

材料費）、印刷製

本費、通信運搬費、

光熱水料、借料及

び損料、社会保険

料、雑役務費（修

繕料）、燃料費、

委託費、減価償却

費、資産消耗費 

(略) 

母体

救命

強化

加算 

(略) 

関係診療科等との

連携に必要な職員

基本給、職員諸手

当、非常勤職員手

当、諸謝金、社会

(略) 

 

 

地 域

周 産

期 母

子 医

療 セ

ン タ

ー 

(略) 

地域周産期母子医

療センター運営事

業に必要な報酬、

給料、賃金、職員

手当等、共済費、

旅費、需用費（消

耗品費、燃料費、

食糧費、印刷製本

費、光熱水費、修

繕料、医薬材料

費）、役務費（通

信運搬費）、委託

料、使用料及び賃

借料、備品購入費、

減価償却費、資産

消耗費 

 

(略) 

母体

救命

強化

加算 

(略) 

関係診療科等との

連携に必要な報

酬、給料、賃金、

職員手当等、共済

費 

(略) 
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保険料 

麻 酔

科 医

配 置

加算 

(略) 

麻酔科医の配置に

必要な職員基本

給、職員諸手当、

非常勤職員手当、

諸謝金、消耗品費、

材料費（医薬品費、

診療材料費）、光

熱水料、印刷製本

費、会議費、社会

保険料、雑役務費

（修繕料）、燃料

費 

(略) 

臨 床

心 理

技 術

者 配

置 加

算 

 

 

 

 

(略) 

臨床心理技術者の

配置に必要な職員

基本給、職員諸手

当、非常勤職員手

当、諸謝金、消耗

品費、材料費（医

薬品費、診療材料

費）、印刷製本費、

光熱水料、会議費、

社会保険料、雑役

務費（修繕料）、

燃料費 

(略) 

 

麻 酔

科 医

配 置

加算 

(略) 

麻酔科医の配置に

必要な報酬、給料、

賃金、職員手当等、

共済費、需用費（消

耗品費、燃料費、

食料費、印刷製本

費、光熱水費、修

繕料、医薬材料費） 

 

 

 

 

(略) 

臨 床

心 理

技 術

者 配

置 加

算 

 

 

 

 

 

 

(略) 

臨床心理技術者の

配置に必要な報

酬、給料、賃金、

職員手当等、共済

費、需用費（消耗

品費、燃料費、食

料費、印刷製本費、

光熱水費、修繕料、

医薬材料費） 

 

(略) 
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ウ NICU

等 長 期

入 院 児

支 援 事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)

地 域

療 育

支 援

施 設

運 営

事業 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

地域療育支援施設

運営事業に必要な

職員基本給、職員

諸手当、非常勤職

員手当、諸謝金、

報償費、旅費、備

品費、消耗品費、

材料費（医薬品費、

診療材料費、給食

材料費）、被服費、

印刷製本費、通信

運搬費、光熱水料、

借料及び損料、会

議費、社会保険料、

雑役務費（修繕

料）、委託費、燃

料費、減価償却費 

(略) 

(イ) 

日 中

一 時

支 援

事業 

 

 

 

 

 

 

（1）病床確保経費 

(略) 

 

 

 

日中一時支援事業

に必要な次に掲げ

る経費 

（１）病床確保に

係る経費 

職員基本給、職員

諸手当、非常勤職

員手当、諸謝金、

(略) 

ウ NICU

等 長 期

入 院 児

支 援 事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)

地 域

療 育

支 援

施 設

運 営

事業 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

地域療育支援施設

運営事業に必要な

報酬、給料、賃金、

職員手当等、共済

費、旅費、需用費

（消耗品費、燃料

費、食料費、印刷

製本費、光熱水費、

修繕量、医薬材料

費、給食材料費、

職員被服費、運営

事務費）、役務費

（通信運搬費）、

委託料、使用料及

び賃借料、備品購

入費、減価償却費 

 

(略) 

(イ) 

日 中

一 時

支 援

事業 

 

 

 

 

 

 

（1）病床確保経費 

(略) 

 

 

 

日中一時支援事業

に必要な次に掲げ

る経費 

（１）病床確保に

係る経費 

報酬、給料、賃金、

職員手当等、共済

費、旅費、需用費

(略) 



 
新 旧 

 

- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）看護師等確保経費 

(略) 

旅費、備品費、消

耗品費、材料費（医

薬品費、診療材料

費、給食材料費）、

印刷製本費、通信

運搬費、光熱水料、

借料及び損料、社

会保険料、雑役務

費（修繕料）、燃

料費、委託費、減

価償却費 

 

（２）患者を受け

入れた場合におけ

る看護師等確保に

必要な職員基本

給、職員諸手当、

非常勤職員手当、

諸謝金、報償費、

社会保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）看護師等確保経費 

(略) 

（消耗品費、燃料

費、食糧費、印刷

製本費、光熱水費、

修繕料、医薬材料

費）、役務費（通

信運搬費）、委託

料、使用料及び賃

借料、備品購入費、

減価償却費 

 

 

 

（２）患者を受け

入れた場合におけ

る看護師等確保に

必要な報酬、給料、

職員手当等、共済

費、賃金、報償費 
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(3)  

看護職

員確保

対策事

業 

 

 

 

 

 

ア  外

国 人 看

護 師 候

補 者 就

労 研 修

支 援 事

業 

 

－ 

 

(略) 

外国人看護師候補

者就労研修支援事

業の実施に必要な

指導者経費（職員

基本給、職員諸手

当、非常勤職員手

当、諸謝金、社会

保険料）、報償費、

旅費、備品費、消

耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、

雑役務費 

(略) 

 イ  看

護 職 員

就 業 相

談 員 派

遣 面 接

相 談 事

業 

- 

(略) 

看護職員就業相

談員派遣面接相

談事業に必要な

旅費、印刷製本費、

通信運搬費、会議

費、委託費（上記

経費に該当するも

の。） 

 

(略) 

ウ  助

産 師 出

向 等 支

援 導 入

－ 次の(1)から(2)により算出さ

れた額の合計額とする。 

(1) 協議会運営経費 

  １か所当たり 

助産師出向等支援

導入事業に必要な

職員諸手当（非常

勤）、非常勤職員

(略) 

(3)  

看護職

員確保

対策事

業 

 

 

 

 

 

ア  外

国 人 看

護 師 候

補 者 就

労 研 修

支 援 事

業 

 

－ 

 

(略) 

外国人看護師候補

者就労研修支援事

業の実施に必要な

指導者経費（謝金、

人件費、手当）、

報償費、旅費、需

用費（図書購入費、

消耗品費、印刷製

本費）、役務費（雑

役務費、通信運搬

費）、備品購入費 

 

(略) 

 イ  看

護 職 員

就 業 相

談 員 派

遣 面 接

相 談 事

業 

- 

(略) 

看護職員就業相

談員派遣面接相

談事業に必要な

旅費、需用費（会

議費、印刷製本

費）、役務費（通

信運搬費）、委託

料（上記経費に該

当するもの。） 

(略) 

ウ  助

産 師 出

向 支 援

導 入 事

－ （新設） 

 

(1) （新設） 

１か所当たり 

助産師出向支援導

入事業に必要な賃

金、報償費、旅費、

需用費（消耗品費、

(略) 
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事業 

 

2,102千円 

 

(2) 実態調査、相談・支援窓口

経費 

  １か所当たり 

    802千円 

手当、報償費、旅

費、消耗品費、印

刷製本費、通信運

搬費、借料及び損

料、会議費、社会

保険料（非常勤）、

委託費（上記に該

当するものに限

る。） 

(4)  

歯科保

健医療

対策事

業 

 

歯 科 医

療 安 全

管 理 体

制 推 進

特 別 事

業 

 

 

 

－ 

 

(略) 

歯科医療安全管理

体制推進特別事業

に必要な職員諸手

当（非常勤）、非

常勤職員手当、報

償費、旅費、消耗

品費、印刷製本費、

通信運搬費、借料

及び損料、会議費、

社会保険料（非常

勤）、委託費（上

記に該当するもの

に限る。） 

(略) 

(5) 

院内感

染地域

－ － 

(略) 

院内感染地域支援

ネットワーク事

業に必要な職員

(略) 

業 

 

2,102千円 

 

(2) （新設） 

 

 

 

 

 

 

印刷製本費、会議

費）、役務費（通

信運搬費）、使用

料及び賃借料、委

託料（上記に該当

するものに限る。） 

 

(4)  

歯科保

健医療

対策事

業 

 

歯 科 医

療 安 全

管 理 体

制 推 進

特 別 事

業 

－ 

 

(略) 

歯科医療安全管理

体制推進特別事業

に必要な賃金、報

償費、旅費、需用

費（消耗品費、印

刷製本費、会議費）、

役務費（通信運搬

費）、使用料及び

賃借料、委託料（上

記に該当するもの

に限る。） 

 

 

(略) 

(5) 

院内感

染地域

－ － 

(略) 

院内感染地域支援

ネットワーク事

業に必要な報償

(略) 
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支援ネ

ットワ

ーク事

業 

諸手当（非常勤）、

非常勤職員手当、

報償費、旅費、消

耗品費、材料費

（医薬品費（検査

試薬）、診療材料

費 （ 検 査 消 耗

品））、印刷製本

費、通信運搬費、

借料及び損料（会

場借料）、会議費、

社会保険料（非常

勤）、雑役務費、

委託費（上記経費

に 該 当 す る も

の。） 

(6) 

地域医

療対策

事業 

 

 

 

 

 

医 療 連

携 体 制

推 進 事

業 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

(略) 

医療連携体制推進

事業に必要な職員

諸手当（非常勤）、

非常勤職員手当、

諸謝金、報償費、

旅費、備品費、消

耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、

光熱水料、借料及

(略) 

支援ネ

ットワ

ーク事

業 

費、賃金、旅費、

需用費（消耗品

費、印刷製本費、

会議費）、使用料

及び賃借料（会場

借料）、役務費（通

信運搬費、雑役務

費）、検体検査費

用（検査試薬、検

査消耗品等）、委

託料（上記経費に

該当するもの。） 

 

 

 

 

(6) 

地域医

療対策

事業 

 

 

 

 

 

医 療 連

携 体 制

推 進 事

業 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

(略) 

医療連携体制推進

事業に必要な報

酬、共済費、賃金、

報償費、旅費、需

要費（消耗品費、

燃料費、食糧費、

印刷製本費、光熱

水費）、役務費（通

信運搬費、手数料、 

(略) 
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び損料、会議費、

社会保険料（非常

勤）、雑役務費（広

告料、手数料）、

燃料費、委託費 

(7)  

医療提

供体制

設備整

備事業 

ア 

( ア ) 

休 日 夜

間 急 患

セ ン タ

ー 設 備

整 備 事

業 

医 療

機器 

等 

(略) 

休日夜間急患セン

ターとして必要な

医療機器等の購入

費 
(略) 

( イ ) 

小 児 初

期 救 急

セ ン タ

ー 設 備

整 備 事

業 

医療

機器 

 

 

 

(略) 

小児初期救急セン

ターとして必要な

医療機器の購入費 

 (略) 

( ウ ) 

病 院 群

輪 番 制

病 院 及

び 共 同

医療

機器 

(略) 

病院群輪番制病院

又は共同利用型病

院として必要な医

療機器又は心臓

病及び脳卒中の

(略) 

 

 

広告料）、委託料、

使用料及び賃借

料、備品購入費 

 

 

(7)  

医療提

供体制

設備整

備事業 

ア 

( ア ) 

休 日 夜

間 急 患

セ ン タ

ー 設 備

整 備 事

業 

医 療

機器 

等 

(略) 

休日夜間急患セン

ターとして必要な

医療機器等の備品

購入費 
(略) 

( イ ) 

小 児 初

期 救 急

セ ン タ

ー 設 備

整 備 事

業 

医療

機器 

 

 

 

(略) 

小児初期救急セン

ターとして必要な

医療機器の備品購

入費 

 

(略) 

( ウ ) 

病 院 群

輪 番 制

病 院 及

び 共 同

医療

機器 

(略) 

病院群輪番制病院

又は共同利用型病

院として必要な医

療機器又は心臓

病及び脳卒中の

(略) 
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利 用 型

病 院 設

備 整 備

事業 

重症救急患者の治

療等に必要な専用

医療機器の購入

費 

(略) (略) (略) 

( エ ) 

救 命 救

急 セ ン

タ ー 設

備 整 備

事業 

医療

機器 

(略) 

救命救急センター

として必要な医療

機器及び重症熱

傷患者用備品等

の購入費 

(略) 
ドク

ター

カー 

１か所当たり 

     57,669千円 

 

 

ドクターカー及び

ドクターカーに

搭載する医療機

器等の購入費 

 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) 

(略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) 

( カ ) 

小 児 救

急 医 療

拠 点 病

院 設 備

医療

機器 

 

 

 

(略) 

小児救急医療拠点

病院として必要

な医療機器の購

入費 

 

(略) 

利 用 型

病 院 設

備 整 備

事業 

重症救急患者の治

療等に必要な専用

医療機器の備品

購入費 

(略) (略) (略) 

( エ ) 

救 命 救

急 セ ン

タ ー 設

備 整 備

事業 

医療

機器 

(略) 

救命救急センター

として必要な医療

機器及び重症熱

傷患者用備品等

の備品購入費 

(略) 
ドク

ター

カー 

 

 

１か所当たり 

     57,669千円 

 

 

ドクターカー及び

ドクターカーに

搭載する医療機

器等の備品購入

費 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) 

(略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略)  

( カ ) 

小 児 救

急 医 療

拠 点 病

院 設 備

医療

機器 

 

 

 

(略) 

小児救急医療拠点

病院として必要

な医療機器の備

品購入費 

 

(略) 
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整 備 事

業 

( キ ) 

小 児 集

中 治 療

室 設 備

整 備 事

業 

医療

機器 

 

 
(略) 

小児集中治療室と

して必要な医療

機器等の購入費 

 
(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

ウ 

( ア ) 

小 児 医

療 施 設

設 備 整

備事業 

 

医療

機器 

(略) 

 

小児医療施設と

して必要な医療機

器等（新生児集中

治療管理室に必

要な医療機器を

含む。）の購入費 

 

 

(略) 

( イ ) 

周 産 期 

医 療 施

設 設 

備 整 備

事業 

医療

機器 

(略) 

周産期医療施設

として必要な医療

機器等（母体・胎

児集中治療管理

室に必要な医療

機器を含む。）の

購入費 

(略) 

整 備 事

業 

( キ ) 

小 児 集

中 治 療

室 設 備

整 備 事

業 

医療

機器 

 

 
(略) 

小児集中治療室と

して必要な医療

機器等の備品購

入費 
(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

ウ 

( ア ) 

小 児 医

療 施 設

設 備 整

備事業 

 

医療

機器 

(略) 

 

小児医療施設と

して必要な医療機

器等（新生児集中

治療管理室に必

要な医療機器を

含む。）の備品購

入費 

 

(略) 

( イ ) 

周 産 期 

医 療 施

設 設 

備 整 備

事業 

医療

機器 

(略) 

周産期医療施設

として必要な医療

機器等（母体・胎

児集中治療管理

室に必要な医療

機器を含む。）の

備品購入費 

(略) 
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ドク

ター

カー 

 

(略) 

ドクターカー及び

ドクターカーに搭

載する医療機器等

の購入費 

( ウ ) 

地 域 療

育 支 援

施 設 設

備 整 備

事業 

医療

機器 

 

 

 

(略) 

地域療育支援施設

として必要な医療

機器等の購入費 
(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

オ 

( ア ) 

基 幹 災

害 拠 点

病 院 設

備 整 備

事業 

 

医療

機器

等 

 

 

(略) 

 

基幹災害拠点病院

として必要な医

療機器等の購入

費 

 

(略) 

( イ ) 

地 域 災

害 拠 点

病 院 設

備 整 備

事業 

医療

機器

等 

 

 

 

(略) 

地域災害拠点病院

として必要な医

療機器等の購入

費 

 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

ドク

ター

カー 

 

(略) 

ドクターカー及び

ドクターカーに搭

載する医療機器等

の備品購入費 

( ウ ) 

地 域 療

育 支 援

施 設 設

備 整 備

事業 

医療

機器 

 

 

 

(略) 

地域療育支援施設

として必要な医療

機器等の備品購

入費 
(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

オ 

( ア ) 

基 幹 災

害 拠 点

病 院 設

備 整 備

事業 

 

医療

機器

等 

 

 

(略) 

 

基幹災害拠点病院

として必要な医

療機器等の備品

購入費 

 

(略) 

( イ ) 

地 域 災

害 拠 点

病 院 設

備 整 備

事業 

医療

機器

等 

 

 

 

(略) 

地域災害拠点病院

として必要な医

療機器等の備品

購入費 

 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 



 
新 旧 

 

- 33 - 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

キ  Ｈ

Ｌ Ａ 検

査 セ ン

タ ー 設

備 整 備

事業 

医療

機器 

 

 
(略) 

組織適合検査に必

要な検査機器、臓

器保存器の購入

費 
(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

ケ  環

境 調 整

室 設 備

整 備 事

業 

検査

機器 

 

 

 

 

(略) 

環境調整室に必要

な検査機器（化学

物質注入装置、化

学物質分析装置、

近赤外線ヘモグ

ロビン酸素濃度

測定器）の購入費 

 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

キ  Ｈ

Ｌ Ａ 検

査 セ ン

タ ー 設

備 整 備

事業 

医療

機器 

 

 
(略) 

組織適合検査に必

要な備品購入費

（検査機器、臓器

保存器） 
(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

ケ  環

境 調 整

室 設 備

整 備 事

業 

検査

機器 

(略) 

環境調整室に必要

な検査機器（化学

物質注入装置、化

学物質分析装置、

近赤外線ヘモグ

ロビン酸素濃度

測定器）の備品購

入費 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) 
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(8) 

ア ス

ベ ス

ト 対

策 事

業 

ア ス ベ

ス ト 除

去 等 整

備 促 進

事業 

－ １棟当たり  

250千円 

病院の石綿含有

保温材等の使用

状況等の調査に

必要な請負費 

定

額 

 

別表３ 

１ 事業分類 ２ 事業区分 ３ 係数ａ ４ 係数ｂ 

(1) 救急医療対

策事業 

 

（略）  （略）  （略） 

(7)医療提供体制

設備整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

(ア) 休日夜間急患センター設備

整備事業 

(イ) 小児初期救急センター設備

整備事業 

(ウ) 病院群輪番制病院及び共

同利用型病院設備整備事業 

(エ) 救命救急センター設備整備

事業 

(オ) 高度救命救急センター設備

整備事業 

(カ) 小児救急医療拠点病院設備

 ３分の２ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２分の１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（新設） （新設） 

（
新
設
） 

 

別表３ 

１ 事業分類 ２ 事業区分 ３ 係数ａ ４ 係数ｂ 

(1) 救急医療対

策事業 

 

（略）  （略）  （略） 

(7)医療提供体制

設備整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

(ア) 休日夜間急患センター設備

整備事業 

(イ) 小児初期救急センター設備

整備事業 

(ウ) 病院群輪番制病院及び共同利

用型病院設備整備事業 

(エ) 救命救急センター設備整備

事業 

(オ) 高度救命救急センター設備

整備事業 

(カ) 小児救急医療拠点病院設備

 ３分の２ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２分の１ 
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整備事業 

（削除） 

 

ウ 

(ア) 小児医療施設設備整備事業 

(イ) 周産期医療施設設備整備事

業 

エ 共同利用施設設備整備事業 

（削除） 

 

(イ) 地域医療支援病院の共同利用

部門 

オ 

(ア) 基幹災害拠点病院設備整備

事業 

(イ) 地域災害拠点病院設備整備

事業 

ク 院内感染対策設備整備事業 

サ 医療機関アクセス支援車整備

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

 

（交付基礎額の下限） 

７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備事業 

(キ) 小児集中治療室設備整備事

業 

ウ 

(ア) 小児医療施設設備整備事業 

(イ) 周産期医療施設設備整備事

業 

エ 共同利用施設設備整備事業 

(ア) 公的医療機関等による共同利

用施設 

(イ) 地域医療支援病院の共同利用

部門 

オ 

(ア) 基幹災害拠点病院設備整備

事業 

(イ) 地域災害拠点病院設備整備

事業 

ク 院内感染対策設備整備事業 

サ 医療機関アクセス支援車整備

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

 

（交付基礎額の下限） 

７ （略） 
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別表４ 

１ 事業名 ２ 下限額 

（略） （略） 

 

（統合補助金の配分方法） 

８ （略） 

 

（交付の条件） 

９ 統合補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）（略） 

（５）間接補助事業者から財産の処分による収入又は補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場

合には、第４号様式により速やかに厚生労働大臣に報告しなければな

らない。 

なお、厚生労働大臣に報告があった場合には、その納付額の全部又

は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（申請手続） 

10 この統合補助金の交付の申請は、都道府県知事又は広域連合の長が第

２号様式による申請書に、当初提出した事業計画に変更がある場合は変

更後の事業計画その他の関係書類を添えて、別途示す期日までに厚生労

別表４ 

１ 事業名 ２ 下限額 

（略） （略） 

 

（統合補助金の配分方法） 

８ （略） 

 

（交付の条件） 

９ 統合補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）（略） 

（５）間接補助事業者から財産の処分による収入又は補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場

合には、別紙４により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならな

い。 

なお、厚生労働大臣に報告があった場合には、その納付額の全部又

は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（申請手続） 

10 この統合補助金の交付の申請は、都道府県知事又は広域連合の長が別

紙２による申請書に、当初提出した事業計画に変更がある場合は変更後

の事業計画その他の関係書類を添えて、別途示す期日までに厚生労働大
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働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

11 （略） 

 

（交付決定までの標準的期間） 

12 （略） 

 

（統合補助金の概算払） 

13 （略） 

 

（実績報告） 

14 都道府県知事又は広域連合の長は、第３号様式による報告書に関係書

類を添えて、事業の完了の日から起算して１月を経過した日（９の(１)

のイ又は（４）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当

該承認通知を受理した日から起算して１月を経過した日）又は翌年度４

月１０日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（統合補助金の返還） 

15 （略） 

 

（その他） 

16 （略） 

 

（別添１）（略） 

臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

11 （略） 

 

（交付決定までの標準的期間） 

12 （略） 

 

（統合補助金の概算払） 

13 （略） 

 

（実績報告） 

14 都道府県知事又は広域連合の長は、別紙３による報告書に関係書類を

添えて、事業の完了の日から起算して１月を経過した日（９の(１)のイ

又は（４）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承

認通知を受理した日から起算して１月を経過した日）又は翌年度４月１

０日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（統合補助金の返還） 

15 （略） 

 

（その他） 

16 （略） 

 

（別添１）（略） 
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（別添２）（略） 

（別添３）（略） 

（別添２）（略） 

（別添３）（略） 

 
以上 


























